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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの光源（１８）を含む、サンプル（３）を撮像するための共焦点顕微鏡
（１６）であって、像焦点を有する少なくとも１つの対物レンズ（２）と結像レンズ（５
）とを備え、該光源（１８）から干渉像を生成するように構成される干渉手段（１１）と
を備えた共焦点顕微鏡（１６）において、
　該干渉手段（１１）は、
　該光源の第１の像を生成するように構成される第１の像生成手段と、
　像焦点に関して該第１の像と対称である該光源の第２の像を生成するように構成される
第２の像生成手段であって、前記光源（１８）の像を反転させて前記像焦点に関して前記
第１の像と対称である前記光源の前記第２の像を生成するように構成される反射光学系を
含む前記第２の像生成手段と、
　該第１の像および該第２の像を干渉させるように構成される像干渉手段と
　を備え、
　前記像干渉手段は、前記光源（１８）が前記対物レンズ（２）の焦点に関して側方に位
置する場合に前記第１の像を、前記像焦点に関して前記第１の像と対称である前記第２の
像と相殺的に干渉させることを特徴とする、共焦点顕微鏡（１６）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの対物レンズは、光学軸を有し、前記光源は、該光学軸に沿った軸
方向構成要素と、該光学軸に直交する側方向構成要素とを有し、前記第１の像生成手段は
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、該側方向構成要素の第１の側方像を生成するように構成され、前記第２の像生成手段は
、該側方向構成要素の第２の側方像を生成するように構成され、該第１の側方像および該
第２の側方像は、前記像焦点に関して対称であり、前記像干渉手段は、該第１の側方像お
よび該第２の側方像を干渉させるように構成される、請求項１に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項３】
　前記光源は、前記少なくとも１つの対物レンズ（２）と前記結像レンズ（５）との間に
少なくとも１つの光路を有する光ビーム（１０）を生成することが可能であり、前記干渉
手段は、該光路上の前記対物レンズ（２）と前記結像レンズ（５）との間に配置される、
請求項１または２に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項４】
　前記干渉手段は、少なくとも２つの干渉アームを含み、前記反射光学系は、該干渉アー
ムの一方の中に配置される、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項５】
　前記干渉手段は、ビーム・スプリッタ（１５）および基準ミラー（１２）と共に形成さ
れる第１の基準アームと、該ビーム・スプリッタ（１５）および前記反射光学系と共に形
成される第２の物体アームとを含む、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の共焦点顕微
鏡。
【請求項６】
　前記反射光学系は、干渉計レンズ（１３）と物体ミラー（１４）とを含む、請求項１乃
至５のいずれか１項に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項７】
　前記反射光学系はコーナー・キューブ（２２）を含む、請求項１乃至５のいずれか１項
に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項８】
　前記第１の像生成手段は、基準ミラー（１２）と結像レンズ（５）とを含み、前記第２
の像生成手段は、前記反射光学系と前記結像レンズ（５）とを含み、前記像干渉手段は、
ビーム・スプリッタ（１５）を含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の共焦点顕微
鏡。
【請求項９】
　ポンプ・ビームを含み、前記光源は、前記対物レンズの出力で空間的に収束する励起区
域中の該ポンプ・ビームにより励起される少なくとも１つの蛍光粒子を含み、該励起され
る蛍光粒子は、蛍光を生成することが可能であり、前記共焦点顕微鏡は、該ポンプ・ビー
ムと該蛍光とを分離するように構成される分離手段（４）を含む、請求項１乃至８のいず
れか１項に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項１０】
　単一の対物レンズ（２）を含む、請求項１乃至９いずれか１項に記載の共焦点顕微鏡。
【請求項１１】
　像焦点を有する少なくとも１つの対物レンズ（２）と１つの結像レンズ（５）とから光
源（１８）を撮像するための方法であって、該方法は、該光源から干渉像を生成すること
よりなる干渉生成工程を備え、
　該干渉生成工程は、
　　該光源の第１の像を生成する工程と、
　　前記光源の像を反転させて、該像焦点に関して該第１の像と対称である該光源の第２
の像を生成する工程と、
　　該第１の像と該第２の像とを干渉させる工程と、
を備え、
　前記干渉させる工程は、前記光源（１８）が前記対物レンズ（２）の焦点に関して側方
に位置する場合に前記第１の像を、前記像焦点に関して前記第１の像と対称である前記第
２の像と相殺的に干渉させることを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１２】
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　前記少なくとも１つの対物レンズは、光学軸を有し、前記光源は、該光学軸に沿った軸
方向構成要素と、該光学軸に直交する側方向構成要素とを有し、前記干渉生成工程は、
　該側方向構成要素の第１の側方像を生成する工程と、
　該側方向構成要素の第２の側方像を生成する工程と、
を含み、該第１の側方像および該第２の側方像は、前記像焦点に関して対称であり、前記
干渉生成工程はさらに、
　該第１の側方像と該第２の側方像とを干渉させる工程と
を含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共焦点顕微鏡の技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　共焦点顕微鏡は、解析すべきサンプルにより発せられるルミネッセンスを収集すること
で知られている。このような共焦点顕微鏡においては、解析すべきサンプルは、対物レン
ズの焦点面中に配置される。サンプルより発せられるルミネッセンスは、対物レンズおよ
び結像レンズを通り、共焦点孔へと進んでセンサのレベルで連結される。共焦点顕微鏡に
関して、共焦点孔は、結像レンズの像焦点に位置決めされる。このような既知の共焦点顕
微鏡においては、ルミネッセンスは、サンプルを移動させることによって、または観察区
域を移動させることによってサンプル全体について検出される。例えば、サンプルのルミ
ネッセンスは、蛍光の場合では、レーザ・ビームによる励起により発せられる。この場合
、サンプルにより発せられる蛍光とレーザにより発せられる光とを分離するために、ダイ
クロイック・ミラーが共焦点顕微鏡中に配置される。
【０００３】
　既知の共焦点顕微鏡における主要な問題の１つは、サンプルを解析する際に得ることの
可能な空間分解能の制限である。
　それ自体が既知である点においては、このような共焦点顕微鏡における空間分解能は、
レーザ励起によりもたらされる第１の部分と、共焦点孔のレベルでの収集によりもたらさ
れる第２の部分とに分類することが可能である。
【０００４】
　実際には、レーザによる励起は、完全な点形状ではなくある一定の分解能を有する焦点
ゾーンを画定することを第１に理解すべきである。したがって、レーザ強度が最大となる
区域が、励起体積とも呼ばれる体積を画定する。
【０００５】
　さらに、顕微鏡を通る共焦点孔の像が、励起された蛍光分子の観察領域を制限する。こ
の領域は、採集領域と呼ばれる。
　さらに、共焦点顕微鏡の空間分解能は、観察領域の関数であり、励起体積と採集領域と
の積である。
【０００６】
　より詳細には軸方向における励起体積を改善するために、４π顕微鏡とも呼ばれ、例え
ば欧州特許第０４９１２８９号明細書において開示されている共焦点顕微鏡が知られてい
る。このような４π顕微鏡においては、２つの対物レンズの焦点面が撮像すべき物体のレ
ベルになるように、２つの対物レンズが構成される。このようなデバイスにおいては、対
物レンズの焦点面中に正確には位置せず、物体の側に距離ｄだけ移動される実光源点が、
対物レンズの焦点面に関して実光源点と対称である仮光源点に干渉する。このような２つ
の整合的な光源点は、共焦点孔のレベルで相殺的に干渉する。したがって、２つの対物レ
ンズの焦点面のレベルに位置する光源点のみが、相殺的干渉を生じさせず、それにより顕
微鏡の軸方向分解能の向上が可能となる。
【０００７】
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　したがって、このような４π顕微鏡が、光源を撮像するための共焦点顕微鏡を定義し、
該顕微鏡は、少なくとも１つの対物レンズと、像焦点を有する１つの結像レンズとを備え
、該顕微鏡は、該光源から干渉像を生成するように構成される干渉手段を備える。
【０００８】
　４π顕微鏡の場合、両干渉計のアームが、両対物レンズ自体により発せられる両ビーム
によって形成される。
　しかし、このような２共焦点顕微鏡は、いくつかの欠点を有する。
【０００９】
　第１に、この顕微鏡は、側方分解能を、すなわち光学軸に関して直交方向に、より詳細
には単純な共焦点顕微鏡に対して向上させることができない。実際に４π顕微鏡内では、
対物レンズのそれぞれと結像レンズとの間に形成される２つのアームが、干渉計システム
の２つのアームを形成する。光源が両対物レンズの焦点に関して側方に、すなわち両対物
レンズの共焦点面中において移動される場合には、干渉計の両アームは、同一の距離にこ
の光源を認め、この光源より発せられる２つの同一の像を生成する。したがって、このよ
うな像は構造的見地から干渉する。このとき、４π顕微鏡の側方分解能は満足のゆくもの
ではない。
【００１０】
　さらに、焦点面が一致するように配置される２つの対物レンズを使用することにより、
このデバイスは、満足のゆくような整列条件下で整列し状態を保つことが困難となる。こ
のようなデバイスは、特に温度に関して非常にセンシティブである。
【００１１】
　さらに、両対物レンズにより発せられるビームによって形成された干渉計のアームを正
確に位置決めすることにより、観察領域を移動させることによってサンプル全体を探査す
ることが不可能となる。さらに、サンプルのドット解析は、観察領域の移動よりもさらに
低速で行われるサンプル自体の移動によってしか実行することができない。
【００１２】
　さらに、対物レンズはかなり短い作動距離を有するため、４π顕微鏡の２つの対物レン
ズの間には薄いサンプルのみを配置することが可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明の１つの目的は、共焦点顕微鏡における側方分解能を向上させるこ
とである。
　本発明の別の目的は、共焦点顕微鏡における検出体積を低減することにより側方分解能
を向上させることである。
【００１４】
　本発明の別の目的は、良好な側方および軸方向分解能を有し、安定的である共焦点顕微
鏡を提供することである。
　本発明の別の目的は、良好な側方および軸方向分解能を有し、使用が容易な共焦点顕微
鏡を提供することである。
【００１５】
　本発明の別の目的は、良好な側方および軸方向分解能を有し、比較的厚い物体について
蛍光を測定することが可能な共焦点顕微鏡を提供することである。
　本発明の別の目的は、良好な側方および軸方向分解能を有し、良好な感度で生物発光サ
ンプルを観察することを可能にする共焦点顕微鏡を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明により、これらの目標の中の少なくとも１つが達成されるが、本発明の目的は、
少なくとも１つの光源を含むサンプルを撮像するための共焦点顕微鏡であって、少なくと
も１つの対物レンズおよび、像焦点を有する結像レンズと、該光源から干渉像を生成する
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ように構成される干渉手段とを備え、
該干渉手段は、該光源の第１の像を生成するように構成される第１の像生成手段と、像焦
点に関して第１の像と対称である該光源の第２の像を生成するように構成される第２の像
生成手段と、該第１の像および該第２の像を干渉させるように構成される像干渉手段とを
備える、共焦点顕微鏡である。
【００１７】
　したがって、本発明による共焦点顕微鏡中に配置される干渉手段は、第１の像を生成す
るための第１の生成手段と、第２の像を生成するための第２の生成手段とを含み、光源の
この２つの像は、結像レンズの像焦点に関して互いに対称である。したがって、実光源が
延在する、より詳細にはレーザによる非点形状の励起によって延在する場合には、実光源
は、対物レンズの物体焦点に対して対物レンズの光学軸に直交する方向に移動される側方
部分を含む。本発明によれば、このような側方部分は、対物レンズの焦点に関して実光源
と対称である仮光源の側方部分と相殺的に干渉する。したがって、この干渉システムによ
り本発明による顕微鏡の側方分解能を向上させることが可能となる。
【００１８】
　４π顕微鏡においては、干渉は、対物レンズの軸に沿って１方向にのみ生じることに留
意すべきである。したがって、延在される光源の側方部分、すなわち対物レンズの光学軸
から外方に延在される光源の側方部分は、干渉を生成しないが、これは、この側方部分が
両対物レンズにより同一に認められるためである。一般的には、延在される光源について
、より詳細にはレーザによる非点形状の励起によって延在される光源について、４π顕微
鏡では、結像レンズの像焦点に関して対称である光源の２つの像を生成することができな
い。
【００１９】
　より詳細には、上述の共焦点顕微鏡においては、前記少なくとも１つの対物レンズは、
光学軸を有し、前記光源は、該光学軸に沿った軸方向構成要素と、該光学軸に直交する側
方向構成要素とを有し、前記第１の像生成手段は、該側方向構成要素の第１の側方像を生
成するように構成され、前記第２の像生成手段は、該側方向構成要素の第２の側方像を生
成するように構成され、該第１の側方像および該第２の側方像は、前記像焦点に関して対
称であり、前記像干渉手段は、該第１の側方像および該第２の側方像を干渉させるように
構成される。
【００２０】
　本発明による顕微鏡の使用を容易にするために、より詳細には上述の共焦点顕微鏡にお
ける側方分解能を向上させる機能を任意のものにするために、前記光源は、前記少なくと
も１つの対物レンズと前記結像レンズとの間に少なくとも１つの光路を有する光ビームを
生成することが可能であり、前記干渉手段は、該光路上の前記対物レンズと前記結像レン
ズとの間に配置することが可能である。
【００２１】
　したがって、例えば、先に定義されるようなこの干渉手段は、その側方分解能を向上さ
せるために、４π顕微鏡のアームの一方の中に配置することが可能である。
　上述の共焦点顕微鏡において結像レンズの焦点に関して光源と対称である像を生成する
ために、前記干渉手段は、ビーム・スプリッタおよび基準ミラーにより形成される第１の
基準アームと、該ビーム・スプリッタおよび反射光学系により形成される第２の物体アー
ムとを含むことが可能である。
【００２２】
　本発明の第１の実施形態によれば、前記反射光学系は、干渉計レンズおよび物体ミラー
を含むが可能である。
　本発明の第２の実施形態によれば、前記反射光学系はコーナー・キューブを含む。
【００２３】
　上述の顕微鏡において、前記第１の像生成手段は、前記基準ミラーを備えることが可能
であり、前記第２の像生成手段は、前記反射光学系を備えることが可能であり、前記像干



(6) JP 5592108 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

渉手段は、前記ビーム・スプリッタを備えることが可能である。
【００２４】
　このような干渉手段により、基準アームは、受光した光ビームを変更せず、物体アーム
は、干渉計レンズの焦点に関して入射ビームと対称である出力ビームを生成する。したが
って、結像レンズの焦点のレベルで、基準アームは、光源の第１の無変更像を生成し、物
体アームは、結像レンズの焦点に関して第１の像と対称である第２の像を生成する。
【００２５】
　干渉計レンズおよび物体ミラーの連携により、またはコーナー・キューブの使用により
、焦点に関して対照的に入射ビームを反射することが可能となる。
　上述の共焦点顕微鏡は、ポンプ・ビームを含んでよく、前記光源は、前記対物レンズの
出力で空間的に収束する励起区域中の該ポンプ・ビームにより励起される少なくとも１つ
の蛍光粒子からなり、該励起される蛍光粒子は、蛍光を生成することが可能であり、この
共焦点顕微鏡は、該ポンプ・ビームと該蛍光とを分離するように構成される分離手段を備
える。
【００２６】
　上述の共焦点顕微鏡の１実施形態においては、この共焦点顕微鏡は、単一の対物レンズ
を備えることが可能である。この実施形態により、顕微鏡の出力のセンサのレベルで得ら
れる像の良好な側方および軸方向分解能を実現すると同時に、２つの対物レンズを含む４
π顕微鏡の使用に関わる欠点を回避することが可能となる。
【００２７】
　また、本発明の目的は、少なくとも１つの対物レンズと、像焦点を有する１つの結像レ
ンズとから、少なくとも１つの光源を含むサンプルを撮像するための方法であって、該光
源から干渉像を生成することよりなる干渉生成工程からなり、
該干渉生成工程は、
　　該光源の第１の像を生成する下位工程と、
　　該光源の第２の像を生成する下位工程と、
からなり、該第１の像および該第２の像は、該像焦点に関して対称であり、該干渉生成工
程はさらに、
　　該第１の像と該第２の像とを干渉させる下位工程と、
からなる方法を提供することである。
【００２８】
　本発明の１つの特定の実施形態によれば、前記少なくとも１つの対物レンズは、光学軸
を有し、前記光源は、該光学軸に沿った軸方向構成要素と、該光学軸に直交する側方向構
成要素とを有し、前記干渉生成工程は、
　該側方構成要素の第１の側方像を生成する下位工程と、
　該側方向構成要素の第２の側方像を生成する下位工程と、
からなり、該第１の側方像および該第２の側方像は、前記像焦点に関して対称であり、前
記干渉生成工程はさらに、
　該第１の側方像と該第２の側方像とを干渉させる下位工程と、
を備える。
【００２９】
　以下、本発明の１実施形態を、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明による共焦点顕微鏡の図。
【図２】本発明による共焦点顕微鏡における、同一の光源からの、結像レンズの像焦点に
関して対称である２つの像の生成を示す図。
【図３】本発明による共焦点顕微鏡における、同一の光源からの、結像レンズの像焦点に
関して対称である２つの像の生成を示す図。
【図４】本発明による共焦点顕微鏡における、同一の光源からの、結像レンズの像焦点に
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関して対称である２つの像の生成を示す図。
【図５Ａ】干渉計を有さない共焦点顕微鏡の空間分解能を示す図。
【図５Ｂ】４π顕微鏡の空間分解能を示す図。
【図５Ｃ】本発明による共焦点顕微鏡の空間分解能を示す図。
【図６】本発明の別の実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図面において、同一の参照符号は、構造的に類似する要素を指す。
　図１は、本発明による共焦点顕微鏡１６を示す。
　本発明による共焦点顕微鏡１６は、図１において低密度のドットにより示されるレーザ
・ビーム８を発することが可能な励起レーザ１を備える。このレーザ・ビーム８は、この
光ビームを反射することおよびビームの波長に応じてビームを分離することが可能なダイ
クロイック・ミラー４に配向される。ダイクロイック・ミラー４は、対物レンズ２の方に
レーザ・ビーム８を反射する。対物レンズ２は、蛍光粒子１８を含むサンプル３の方にこ
の反射されたレーザ・ビームを収束する。次いで、レーザ励起の下で、蛍光粒子１８は、
対物レンズの方に再び発せられる光ビームを生成する。光ビームは、対物レンズ２によっ
てダイクロイック・ミラー４の方に伝達される。したがって、ダイクロイック・ミラー４
とサンプル３との間の区域は、他方では第１の波長でレーザ１により発せられる光ビーム
８と、第２の波長でサンプルにより生成される光ビームとによって構成される光ビーム区
域である。結果的に得られるビーム９が、高密度のドットにより示される。ダイクロイッ
ク・ミラーは、サンプル３により発せられる光ビームを伝達するように構成され、したが
ってサンプル３により発せられる波長およびレーザ波長のみを含むビーム１０を伝達する
。このビーム１０は、サンプル蛍光３の特性を決定するために顕微鏡で解析しなければな
らない。
【００３２】
　本発明によれば、サンプル３の光源により生成されるこの光ビーム１０は、干渉計１１
の方に伝達される。この干渉計１１は、ビーム１０を２つのビーム１０Ａおよび１０Ｂに
分離することが可能なビーム・スプリッタ１５を備える。ビーム１０Ａは、ビーム・スプ
リッタ１５および基準ミラー１２により形成される干渉計１１の基準アームの方に伝達さ
れる。基準ミラー１２は、ビーム１０Ａを反射し、これをビーム・スプリッタ１５の方に
送り返す。ビーム１０Ｂは、ビーム・スプリッタ１５、レンズ１３およびミラー１４によ
り形成される干渉計１１の物体アームの方に伝達される。レンズ１３は、ミラー１４上に
ビーム１０Ｂを収束し、ミラー１４は、レンズ１３の方にビーム１０Ｂを送り返す。図１
においては、ビーム１０Ｂの要素の反転を図示するために、ビーム１０Ｂ上に矢印が示さ
れる。実際のところ、レンズは、ビーム要素Ｆ１をミラーの方にビーム要素Ｆ２の形態で
配向する。次いで、このビーム要素Ｆ２は、よく知られている反射の法則に従ってビーム
要素Ｆ３において反射される。このビーム要素Ｆ３は、レンズ１３の効果の下にビーム要
素Ｆ４に変換される。したがって、ビーム１０Ｂにより示される強度を有する像は、それ
がレンズ１３およびミラー１４からなる光学系を通過した後に反転されることを理解すべ
きである。この効果が、以下でより詳細に説明される。
【００３３】
　干渉計１１の基準アームおよび物体アームにより発せられる光ビームは、ビーム・スプ
リッタ１５の出力にてビーム１７の形態で干渉する。この干渉ビーム１７は、フォトダイ
オード７の前に位置する共焦点孔６の方にビーム１７を向けるように構成される結像レン
ズ５の方に向けられる。フォトダイオード７は、ビーム１７の強度測定が可能である。
【００３４】
　図２から図４は、本発明による干渉計１１の効果の下での像の反転を示す。
　図２に図示されるように、蛍光粒子１８が対物レンズ２の焦点１９に正確に位置する場
合には、干渉計１１の２つのアームにより生成される像は、同一であり、同一のビーム１
０Ａおよび１０Ｂに対応する。この場合、干渉計１１の物体は、基準アームにより生成さ
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れる像２０に重畳されることが可能な光源１８の像２１を生成する。
【００３５】
　図３に図示されるように、蛍光粒子１８が、対物レンズ２の焦点１９に関して側方に、
すなわち対物レンズ２の焦点面中で移動される場合には、干渉計１１は、２つの異なるビ
ーム１０Ａおよび１０Ｂを生成する。基準ミラー１２およびビーム・スプリッタ１５から
なる基準アームは、レンズ１３、ミラー１４およびビーム・スプリッタ１５からなる物体
アームにより生成されるビーム１０Ｂとは異なる配向を有するビーム１０Ａを生成する。
光学的法則に従い、干渉計１１の物体アームは、結像レンズ５の焦点に関して像２０と対
称である像２１を生成する。
【００３６】
　したがって、実光源１８の２つの像は、構造的見地より、フォトダイオード７により検
出される前の共焦点孔６のレベルでは干渉しない。したがって、対物レンズの焦点１９に
関して側方に移動される光源１８の効果は、対物レンズ２の焦点１９に位置する光源に対
して実質的に低減される。これにより、本発明による共焦点顕微鏡１６の良好な側方分解
能が実現される。
【００３７】
　同様に、図４に図示されるように、蛍光粒子１８が対物レンズ２の焦点１９から軸方向
に移動される、すなわち対物レンズ２の光学軸に沿って移動される場合には、干渉計１１
は２つの異なるビーム１０Ａおよび１０Ｂを生成する。干渉計１１の物体アームは、結像
レンズ５の焦点に関して像２０と対称である像２１を生成する。
【００３８】
　実光源１８の２つの像は、構造的見地より、フォトダイオード７により検出される前の
共焦点孔６のレベルでは干渉しない。したがって、焦点１９から軸方向に移動される光源
１８の効果は、対物レンズ２の焦点１９に位置する光源に対して実質的に低減される。ま
た、これにより、本発明による共焦点顕微鏡１６の良好な軸方向分解能が実現される。
【００３９】
　図５Ａから図５Ｃは、種々のタイプの共焦点顕微鏡より得られる観察領域の断面図を示
し、特に図５Ｃに図示される本発明による共焦点顕微鏡より得られる観察領域の断面図を
示す。
【００４０】
　図５Ａは、干渉計を含まない既知のタイプの顕微鏡についての、側方向ｘ、ｙおよび軸
方向ｚに求められる分解能を示し、４８８ナノメートルのレーザ励起波長に対して蛍光波
長は５２５ナノメートルであり、対物レンズ２のデジタル開口数は１．３であり、倍率は
４０であり、共焦点孔の径は２０マイクロメートルである。
【００４１】
　図５Ｂは、４π顕微鏡についての、側方向ｘ、ｙおよび軸方向ｚに求められる分解能を
示し、４８８ナノメートルのレーザ励起波長に対して蛍光波長は５２５ナノメートルであ
り、対物レンズ２のデジタル開口数は１．３であり、倍率は４０であり、共焦点孔の径は
２０マイクロメートルである。軸方向分解能が図５Ａのものよりも優れていることに留意
すべきである。
【００４２】
　図５Ｃは、本発明による共焦点顕微鏡についての、側方向ｘ、ｙおよび軸方向ｚに求め
られる分解能を示し、４８８ナノメートルのレーザ励起波長に対して蛍光波長は５２５ナ
ノメートルであり、対物レンズ２のデジタル開口数は１．３であり、倍率は４０であり、
共焦点孔の径は２０マイクロメートルである。軸方向分解能が図５Ａのものよりも優れて
おり、側方分解能が図５Ｂに図示される４π顕微鏡のものよりも優れていることに留意す
べきである。フォトダイオード７により得られる像の処理によってもやはり分解能を向上
させることが可能であるが、より詳細にはこれは、図５Ｃにおいて分かるように強度区域
が得られ、はっきりと目視可能であるためであることに留意すべきである。
【００４３】
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　したがって、普通はＭＤＥＦと呼ばれ、観察領域に対応する分子の効率的な検出の機能
が、本発明による共焦点顕微鏡により改善される。
　さらに、このような顕微鏡の側方分解能を向上させるために、４π顕微鏡のアームの一
方の中を含む任意のタイプの共焦点顕微鏡に干渉計１１を配置することが可能である。
【００４４】
　さらに、本発明により、良好な軸方向分解能を得ると同時に、上記の欠点を有する、よ
り詳細には散乱および厚い物体の使用が不可能である４π顕微鏡の使用を回避することが
可能となる。この場合、本発明による顕微鏡では、図１において分かるように、単一の対
物レンズ２が干渉計１１に関連付けられる。
【００４５】
　本発明の代替的な解決案は、以下において理解することが可能である。
　結像レンズ５の像焦点に関して対称である光源の２つの像が干渉計１１によって生成さ
れるために、レンズ１３およびミラー１４を含む物体アームが説明された。図６に図示さ
れる本発明の代替の解決案によれば、これらの要素は、コーナー・キューブ２２に代えら
れる。また、それ自体が既知である点においては、このコーナー・キューブ２２は、像を
有する仮光源を生成し、光源の２つの像が、結像レンズ５の像焦点に関して対称となる。
これは、例えばレンズ１３およびミラー１４を含むシステムのように、コーナー・キュー
ブ上での入射像の反転を示す矢印Ｆ１およびＦ４により示される。このように、コーナー
・キューブの効果は、レンズ１３およびミラー１４の連携の効果と同等であり、より詳細
には、図３および図４に図示される機構を、このようなコーナー・キューブ２２を備える
干渉計１１に適用することが可能である。
【００４６】
　さらに、本発明の別の代替の解決案によれば、共焦点孔６を省くことが可能である。実
際のところ、共焦点効果は、本発明の範囲内で生成される干渉によって保証される。この
場合、図１のフォトダイオード７が、干渉ビームを直接受光する。
【図１】 【図２】
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